
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年５月２６日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

焼肉用七輪内の炭を熾す機器

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　焼き肉用の七輪内の炭を熾すための送風機器である。機器内のヒーターにより熱
風を送り、炭の着火を促進する機能を持つものもある。

○構造、仕様、意匠
　真ん中に七輪を置くことのできるテーブル状の外観を有し、電源制御部、送風
部及び送風パイプ（ヒーターを搭載機種有り。）から構成されている。

　定格：１００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、１００Ｗ程度（電熱装置部）

○ 主な使用者、販売先
飲食店（焼肉店等）。

２　対象・非対象の解釈
　
　特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具として、それぞれ以下のと
おり取り扱う。
（１） ヒーターを有しないものは、「送風機」
（２） ヒーターを有するものは、「電気温風機」

　
（理由）
　冷風又は熱風を送風する装置であることから、冷風送風専用のものは「送風機」、
ヒーターにより熱風を送風するものは、「電気温風機」として取り扱うのが妥当と
判断する。

（参考図）


